
「社会復帰促進等事業に係る平成26年度成果目標の実績評価及び平成27年度成果目標」（案）に関する総括表 資料３

○ 26年度実績評価：B評価の事業
27番号：19 未達成の指標

【アウトプット指標】
理由 改善事項 27年度目標

26番号：18

労災特別介護援護
経費

＜事業概要＞

在宅で介護を受ける
ことが困難な高齢労
災重度被災労働者
に対して、その傷病・
障害の特性に応じた
専門的施設介護
サービスを提供する
労災特別介護施設
の運営を行う。

（担当：労働基準局
労災保険業務課）

２
６
年
度
目
標

全国８施設の年平均
での入居率を90％
以上とする。

アウトプット指標については、
25年度において、新規入居者
51名に対し死亡等による退居
者数が72名と大幅に上回った
ため、入居率が年度後半から
悪化し、３月末では89.2％（699
名）に落ち込んだ。26年度につ
いては、年度途中では３名（入
居者数60名－退居者数57名）
のプラスがあり、３月末には
89.5%（702名）にまで改善したも
のの、年度当初の落ち込みの
影響が大きく、目標の90％（706
名）には到達しなかった。なお、
新規に入居する際には、入居
可否の審査、本人や家族の意
向、本人の状態と部屋のマッチ
ング（個室・多床室・女性室等）
等により、通常、数か月を要し、
退居者が出ても直ちには入居
に結び付かないものである。

アウトプット指標は
わずかに目標に届か
なかったことから、受
託者からの適時の状
況把握及び必要な指
導を行う。さらに当課
としても本事業につい
て、①全都道府県労
働局に対し、会議・研
修等の機会を通じ職
員へ周知し、年金支
給決定時に職員から
入居者に対する説明
及び周知を実施する
こと等、②全都道府
県の障害福祉主管部
局に対し、周知広報
や入居要件を満たす
可能性のある者に対
し本事業を紹介する
こと等をそれぞれ依
頼するなど、入居率
向上のための取組を
強化する。

【アウトカム指標】

入居者から、介護
サービスが有用で
あった旨の評価を
90％以上得る。

２
６
年
度
実
績

年平均入居率：89.2
％
※699（年平均入居
者数）／784名（入居
定員数）

【アウトプット指標】

全国８施設の年平均
での入居率を90％
以上とする。
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27番号：26 未達成の指標
【アウトプット指標】

理由 改善事項 27年度目標
26番号：25

労働災害減少のた
めの安全装置等の
開発に関する調査
研究
＜事業概要＞

業界団体等から構
成される｢専門検討
委員会」を設け、小
売業等に係る事業
場や労働者を対象と
して、労働災害の防
止に有効な安全装
置等に関するニーズ
の収集を行った上で、
現場で必要とされて
いる安全装置等の
開発について検討し、
報告書に取りまとめ
る。ニーズ調査に当
たっては、実作業に
基づく労働災害の防
止に有効な安全装
置等に関するアン
ケート等による情報
収集等を行う。
（担当：労働基準局
安全衛生部計画課）

２
６
年
度
目
標

専門家による検討会を４回
以上実施する。

報告書作成のための小売
業等に対するアンケートや
ヒアリングなどを計画的に
実施することができた。
なお、検討会については
委託先である中央労働災
害防止協会に安全衛生及
び現場の災害防止対策に
ついて深い見識のある人
材が豊富であったことから、
３回の検討会開催で、適
切に報告書をまとめること
ができた。

26年度にとりまとめた報
告書の内容を活かして、
小売業等における労働災
害減少に資する保護具や
安全装置の開発等の検討
を進める。

【アウトカム指標】

小売業等で多発してい
る「転倒災害」「墜落・
転落災害」「切れ・こす
れ災害」それぞれの類
型に対応した安全装置、
保護具等を事業場で
活用する際の留意点
や使用することの効果
について事例を含め検
討会で検討し、報告書
を取りまとめる。

２
６
年
度
実
績

専門家による検討会を全3
回（平成26年12月、平成27
年2月及び3月）実施した。

【アウトプット指標】

災害防止対策につい
て周知を図るため、報
告書を踏まえ、「転倒
災害」、「墜落・転落災
害」、「切れ・こすれ災
害」防止に係るリーフ
レットを作成し、印刷可
能な電子媒体を都道
府県労働局に送付す
る。

○ 26年度実績評価：Ｂ評価の事業
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○ 26年度実績評価：Ｂ評価の事業

27番号：30-2 未達成の指標
【アウトプット指標】

理由 改善事項 27年度目標
26番号：29-2

職業病予防対策の
推進
（原発事故からの復
旧・復興従事者の適
正な放射線管理実
施の指導）

＜事業概要＞
（１）避難区域等にお
いて、一定の線量下で
除染や復旧作業を実
施する中小零細事業
者の連合体等に対し
て、線量管理を指導す
る者を派遣し、適切な
放射線管理の実施を
指導するとともに、教
育用の資材を貸与し、
連合体等における自
主的な放射線管理等
の適切な実施を図る。

（２）公益財団法人放
射線影響協会が事務
局となり実施している
「除染等業務従事者等
被ばく線量登録管理
制度」にかかるシステ
ム開発費用に関して
補助を行う。（平成26
年度限り）

（担当：労働基準局安
全衛生部労働衛生課）

２
６
年
度
目
標

（１）線量管理の指導を150
回以上実施する。また受益
者数を約9,000人とする。
（注）受講人数は希望によ
るので不明であるが、約
450人を想定しており、本事
業は、管理者や指導者の
教育であるため、最終的な
受益者はそれを20倍した程
度は見込まれる。

（１）前年度より事業の調達時期
を早めて4月1日から事業を開始
し、繁忙期に重ならないように線
量管理指導等の時期の調整を
早めに実施し、また、効果的に
指導を実施したことから、線量管
理指導の受益者数については、
目標受益者数の95.6％を達成し
ており、概ね良好であると言える。
なお、現在のアウトプット指標は、
研修の実施回数と最終受益者
数としているが、より適切に事業
を評価するため、最終受益者数
のみにアウトプット指標を変更す
る。

教育の受益者数を積
算上限回数に近付ける
べく、各団体に対して積
極的に周知広報を行う。

【アウトカム指標】

線量管理指導等の
参加者に対し、指導
内容等についてアン
ケートを実施し、８割
以上の参加者から
「有意義であった」等、
ニーズに合致した指
導であった旨の回答
を得る。

２
６
年
度
実
績

（１）受講希望状況を踏まえ
て１回当たりの受講人数を
増やした結果、線量管理の
指導を17回実施し、受講者
数は439人であった。その
結果、受益者数は約8,780
人となり、受益者数の目標
はほぼ達成した。

【アウトプット指標】

線量管理の指導を効
果的に実施し、最終
的な受益者数を約
6,000人とする。
（注）受講人数は、約
300人を想定しており、
本事業は、管理者や
指導者の教育である
ため、最終的な受益
者はそれを20倍した
程度は見込まれる。
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27番号：40 未達成の指標
【アウトプット指標】

理由 改善事項 27年度目標
26番号：40

若者の「使い捨て」
が疑われる企業等
への対応強化
【27年度重点的目標管
理事業】

＜事業概要＞
＜事業①：「労働条件相
談ほっとライン」の設置・
運営事業＞
夜間・休日に労働基準
法などに関して無料で電
話相談を受け付ける、常
設の「労働条件相談ほっ
とライン」を設置する。
＜事業②：労働条件ポー
タルサイト「確かめよう
労働条件」の設置・運営
による労働基準法等の
情報発信事業＞
労働基準法などの基礎
知識・相談窓口をまとめ
た労働条件相談ポータ
ルサイトを厚生労働省
ホームページに設置し、
労働者等に対する情報
発信を行う。
＜事業③：大学生・高校
生等を対象とした労働条
件セミナー事業＞
大学・高校等でのセミ
ナーを全国で開催するこ
とにより、法令等の情報
発信を行う。
（担当：労働基準局監督
課）

２
６
年
度
目
標

事業①：1月平均2,000
件以上の相談を受け
付ける。
事業②：ポータルサイト
へのアクセス件数を1
月平均15,000件以上と
する。

事業①：専門的知識を有した相
談員を配置し、適切な対応を行う
ためのマニュアルを作成すること
により、アウトカム指標について
は達成することができたが、同時
間帯に契約回線数を超える受電
等により受付できない電話が発
生してしまったこと等によりアプト
プット指標は達成できなかった。
事業②：サイトの内容について、
利用者のニーズに合った情報を
的確に発信し、また、労働者等が
必要な情報をわかりやすく、探し
やすく掲載することができたため、
アウトカム指標については達成
することができたが、ポータルサ
イトの開設が平成26年11月23日
となり、サイト内の情報の充実が
遅れたこと等によりアプトプット指
標は達成できなかった。

事業①：契約回線の増
設及び周知広報の充実
を図る。
事業②：更なるサイト内
容の充実及び周知広報
の充実を図る。

【アウトカム指標】

事業①：「労働条件相談
ほっとライン」の利用者に
対して満足度を聴取し、
70％以上から満足であっ
た旨の回答を得る。
事業②：「確かめよう 労
働条件」の利用者に対し
てアンケートを実施し、
80％以上から有用であっ
た旨の回答を得る。
事業③：大学等において
実施するセミナーの受講
者にアンケートを実施し、
80％以上から有用であっ
た旨の回答を得る。

２
６
年
度
実
績

事業①：1,625件
事業②：12,456件

【アウトプット指標】

事業①：1月平均1,600
件以上の相談を受け
付ける。

事業②：ポータルサイト
へのアクセス件数を1
月平均15,000件以上と
する。

事業③：大学・高校等
でのセミナーを全国で
32回以上開催する。

○ 26年度実績評価：Ｂ評価の事業
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27番号：72-1 未達成の指標
【アウトプット指標】

理由 改善事項 27年度目標
26番号：71-1

労働時間等の設定改善
の促進等を通じた仕事と
生活の調和対策の推進
（過重労働の解消及び仕
事と生活の調和の実現
に向けた働き方・休み方
の見直し）
【27年度重点的目標管理事
業】
＜事業概要＞
１ 労働時間等設定改善推
進助成金
中小企業事業主の団体
又はその連合団体が、その
傘下の事業主のうち労働者
を雇用する事業主の雇用
する労働者の労働時間等
の設定の改善が図られるよ
う、当該構成事業主に対す
る相談、指導その他援助を
行った場合に、その実施し
た事業の内容に応じて助成
金を支給する。
２ 職場意識改善助成金
（職場環境改善・改善基盤
整備コース）
中小企業事業主が、長時
間労働の抑制及び労働時
間等の設定の改善に向け
て、所定外労働の削減、年
次有給休暇の取得促進そ
の他労働時間等の設定の
改善を目的として、職場意
識の改善のための研修、周
知・啓発、労働時間の管理
の適正化に資する機械・器
具の導入等を実施し、労働
時間等の設定の改善の成
果を上げた事業主に重点
的に助成金を支給する。
(労働基準局労働条件政策
課）

２
６
年
度
目
標

１ 労働時間等
設定改善推進
助成金の支給
決定件数を７件
以上とする。
２ 職場意識改
善助成金の支
給決定件数を２
３８件以上とす
る。

・「労働時間等設定改善
推進助成金の支給決定
件数」が未達成であった
原因としては、平成25年
度に成果目標の達成状
況に応じた補助率に見
直したこと、平成25年度
の団体助成金の支給対
象団体及び傘下企業へ
のアンケート調査結果に
よると、団体を通じた助
成ではなく個別企業への
直接的な支援を求める
声があったこと、制度創
設から９年が経過し、一
定の役割を終えたと考え
られることなどが考えら
れる。
・「職場意識改善助成金
の支給決定件数」が未達
成であった原因としては、
申請件数は298件と予算
上（320件）の約93％の申
請があり、周知広報等に
は一定の効果があったと
考えられるが、事業主側
の事情（書類の不備や経
営状況の悪化等）により
支給に至らなかったケー
スが多かったことなどが
考えられる。

・労働時間等設定
改善推進助成金に
ついて、近年利用実
績が低調であったこ
とを踏まえ、平成26
年度限りで廃止した。
・職場意識改善助成
金について、事業主
の書類作成にかか
る手間を省くため、
より分かりやすい申
請マニュアルを作成
した。また、事業主
のインセンティブを
高めるため上限額
の増額を行った。

【アウトカム指標】
１ 職場意識改善助成金（職場環境改善コース）
① 助成金の支給対象となった中小企業事業主
において、労働者1人当たりの年次有給休暇の年
間平均取得日数をおおむね１日以上上昇させる。
② 助成金の支給対象となった中小企業事業主
において、労働者1人当たりの月間平均所定外労
働時間数をおおむね１時間以上削減する。
③ 支給対象事業主に対してアンケート調査を実
施し、８０％以上の事業主から当該助成金制度を
利用することによって労働時間等の設定の改善に
役立った旨の評価が得られるようにする。

２ 職場意識改善助成金（所定労働時間短縮コー
ス）
① 助成金の支給対象となった中小企業におけ
る対象事業場において、週所定労働時間を２時間
以上短縮して、４０時間以下にする。
② 支給対象事業主に対してアンケート調査を実
施し、８０％以上の事業主から当該助成金制度を
利用することによって労働時間等の設定の改善に
役立った旨の評価が得られるようにする。

２
６
年
度
実
績

１ 労働時間等
設定改善推進
助成金の支給
決定件数：４件
２ 職場意識改
善助成金の支
給決定件数：２２
１件

【アウトプット指標】
１ 職場意識改善助成金（職場環境改善コース）の
支給決定件数を平成26年度目標件数（238件）以
上とする。
２ 職場意識改善助成金（所定労働時間短縮コー
ス）について、平成27年度予算における想定件数
の７割（600件）以上とする。

○ 26年度実績評価：Ｂ評価の事業
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○ 26年度実績評価：Ｂ評価の事業

27番号：72-2 未達成の指標
【アウトプット指標】

理由 改善事項 27年度目標
26番号：71-2

労働時間等の設定
改善の促進等を通じ
た仕事と生活の調和
対策の推進
（テレワーク普及促
進等対策）
【27年度重点的目標管
理事業】

＜事業概要＞

①テレワーク・セミ
ナー等
②テレワーク相談セ
ンター及び訪問コン
サルタント
③テレワークモデル
実証事業
④職場意識改善助
成金（テレワークコー
ス）

（担当：労働基準局
労働条件政策課、雇
用均等・児童家庭
局）

２
６
年
度
目
標

③職場意識改
善助成金（テレ
ワークコース）
について、平
成26年度予算
（502,500千円）
の８割以上の
利用がなされ
るようにする。

アウトプット指標③に
ついて、平成２６年度
は初年度であったこと、
広報委託事業がいっ
たん不落となり再調達
を行ったため、広報の
開始が大幅に遅れ９月
下旬となったことから、
周知広報が不十分で
あった。また、テレワー
ク相談センターに寄せ
られた中小企業事業
主の声には、テレワー
クを実施するためには
準備にかなり時間がか
かることから、興味は
あるが今年度は見合
わせたいというものが
あった。

職場意識改善助成
金（テレワークコー
ス）については、平
成27年度の広報委
託事業の契約を４月
中に終え、５月から
順次、広報を開始し
ている。なお、平成
26年度の実績を踏
まえ、平成27年度予
算を約３億１千万円
とし、前年度から約１
億９千万円減額した。

【アウトカム指標】

① テレワーク・セミナーの労務管理の講義
について、参加者にアンケート調査を実施し、
「『在宅勤務ガイドライン』及び『VDTガイドラ
イン』について理解することができた」旨の回
答割合を80％以上とする。
② テレワーク相談センターの相談事業にお
いて、相談者にアンケート調査を実施し、「問
い合わせの目的が達成できた。」旨の回答
割合を70％以上とする。
③ 職場意識改善助成金（テレワークコー
ス）について、助成金の支給対象となった中
小企業事業主において、対象労働者が終日
在宅でテレワークを実施した日数の週間平
均が１日以上となった事業主を50%以上とす
ること。

２
６
年
度
実
績

③職場意識改
善助成金（テレ
ワークコース）
の承認申請額
は24,975千円
であり、平成26
年度予算の約
５％であった。

【アウトプット指標】

①テレワーク相談センターに対する相談件
数（「テレワーク相談センターホームページ」
からの資料のダウンロード件数含む。）を740
件以上とする。
②テレワーク・セミナーの集客数を合計700
名以上とする。（平成26年度以前は２か所で
開催、平成27年度は５箇所で開催）
③職場意識改善助成金（テレワークコース）
の支給決定件数を前年度実績に対し２倍以
上に増加させる。
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27番号：78 未達成の指標
【アウトプット指標】

理由 改善事項 27年度目標
26番号：77

雇用労働相談センター
設置・運営経費
【27年度重点的目標管
理事業】

＜事業概要＞
国家戦略特別区域（以
下、「特区」という。）内
に雇用労働相談セン
ターを設置し、主として
以下の事業を行う。
（なお、雇用労働相談
センターは、国家戦略
特別区域法に基づき、
各特区に定められる
国家戦略特別区域計
画に雇用労働相談セ
ンターの設置が明記さ
れ、内閣総理大臣によ
り認定された場合に、
設置されるものであ
る。）
（１） 雇用労働相談
員（社会保険労務士
等）による電話相談、
窓口相談等の対応
（２） 弁護士による
高度な専門性を要す
る個別相談対応
（３） 個別訪問指導
（４） セミナーの開催
（担当：労働基準局労
働条件政策課）

２
６
年
度
目
標

福岡市グロー
バル創業・雇
用創出特区に
おける１回あた
りのセミナーの
集客数を30名
程度とする。

アウトカム指標につ
いては、丁寧な相談対
応に努めたことにより、
目標値を超える回答を
得ることができた。
アウトプット指標につい
ての26年度実績は目
標値を下回ったが、原
因は初年度ということ
もあり、周知が十分に
なされていなかったこ
とと考えられ、27年度
は積極的な周知を通じ
て見込みに見合った実
績となることを想定して
いる。

雇用労働相談セン
ターが実施するセミ
ナーについて積極的
に周知を行うこととし、
新規開業直後の企業
及びグローバル企業
等のニーズに合ったセ
ミナーを積極的に開催
していくこととする。
また、平成26年度は、
各特区に定められる
国家戦略特別区域計
画の内閣総理大臣に
よる認定が年度後半と
なったことを踏まえ、雇
用労働相談センター開
設時期が11月以降と
なったこと等により、予
算執行額が低かった
ものである。平成27年
度において、新たに雇
用労働相談センターの
設置が見込まれる特
区については、早期に
設置できるよう地方公
共団体や内閣府と連
携を図ることとする。
なお、既設置済セン
ター（福岡市、関西圏、
東京圏）については、
平成27年４月から運営
しているところである。

【アウトカム指標】
雇用労働相談センターにおける雇用労働相談員及
び弁護士による相談対応についてアンケート調査
を実施し、「相談対応について満足できた。」旨の
回答を70％とする。

２
６
年
度
実
績

１回あたりのセ
ミナーの集客
数は20名と目
標値を下回っ
た。

【アウトプット指標】
雇用労働相談センターにおける１回あたりのセミ
ナーの集客数を27名（少人数制）※程度とする。
（※現在センターを設置している東京圏センター、
関西圏センター、福岡市センターにおけるそれぞれ
の集客目標の平均値（30名＋20名＋30名）／３）

○ 26年度実績評価：Ｂ評価の事業
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27番号：15
未達成の指標 理由 改善事項 27年度目標

26番号：14

労災ケアサポート事
業経費

＜事業概要＞

在宅で介護、看護
等が必要な労災重
度被災労働者等に
対して、労災疾病に
関する専門的な知
識を有する看護師等
による訪問支援等を
実施する。

（担当：労働基準局
労災保険業務課）

２
６
年
度
目
標

【アウトカム指標】
事業の利用者から、介護、
看護、健康管理、精神的ケ
ア等が有用であった旨の評
価を90％以上得る。

アウトカム指標につい
ては、平成25年度は目標
を達成していたが、平成
26年度は目標を1.7ポイ
ント下回る結果となった。
これは、平成26年度から
の調査方法の変更（従来
の「有用であった」、「有
用でなかった」の二択に
加えて、「どちらとも言え
ない」を回答を追加）によ
り、一時的に有用であっ
た旨の評価が低下したも
のと考えられるが、平成
26年度第３四半期から改
善を見せ同年度第４四半
期には93％と目標を上回
る結果となっている。

アウトカム指標について
は、四半期ごとに集計し分
析をしており、その結果に
基づき受託者との協議会を
開催し、事業運営状況の聴
取及び必要な指導を行って
いるところである。
平成26年度においては、
第１四半期の結果を受け、
有用度低下の分析を行っ
たところ、ブロックによって
有用度に乖離が生じている
ことが分かった。
このため、同年度の9月に
開催した協議会において受
託者に対し、年度後半に向
けブロックごとに有用度の
乖離が生じた要因を分析し、
成績の良かったブロックの
好事例を他のブロックでも
取り入れる等、乖離を僅少
にすることについて、指示
を行った結果、平成26年度
後半から改善傾向になった。
平成27年度にあっても、
同様に受託者からの適時
の状況把握及び必要な指
導を行うことにより引き続き
適切な事業運営がなされる
よう努める。

【アウトカム指標】

事業の利用者から、介護、
看護、健康管理、精神的
ケア等が有用であった旨
の評価を90％以上得る。

２
６
年
度
実
績

【アウトカム指標】

有用であった旨の評価：
88.3％
（9,819（有用の評価）／
11,124（総回答数））

【アウトプット指標】

労災重度被災労働者等
に対して、訪問支援を年
間11,100件以上実施す
る。

○ 26年度実績評価：Ｃ評価の事業
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○ 26年度実績評価：Ｃ評価の事業

27番号：17
未達成の指標 理由 改善事項 27年度目標

26番号：16

長期家族介護者に
対する援護経費

＜事業概要＞

要介護状態の重度
被災労働者が業務
外の事由で死亡した
場合に、長期にわた
り介護に当たってき
た遺族に対して、遺
族の生活の激変を
緩和し自立した生活
への援助を行う観点
から生活転換援護
金（一時金100万円）
を支給する。

（担当：労働基準局
労災管理課）

２
６
年
度
目
標

【アウトカム指標】
申請から支給決定までに要
する期間を1か月以内とし、
その期間内に支給決定し
た割合を80％とする。

【アウトプット指標】
申請のあったものについて
迅速・適正に処理する。

申請から決定までに迅速・適
正に処理したが、
・遺族補償給付の請求書と本
件申請書を同時に受理し、遺
族補償給付の業務上外の決
定がおりるまでの間、本件申
請に係る調査を中断していた
もの
・死因が業務外で、遺族補償
給付の不支給決定がなされ
たため、本件申請を受理した
ところ、申請者が、遺族補償
給付の不支給決定に係る審
査請求を行ったため、審査請
求の決定が確定するまでの
間、本件申請の調査を中断し
ていたもの
等により、目標に到達しな
かった。

やむを得ない理由に
よる処理の遅れはある
ものの、申請から支給
決定までに要する期間
を1ヶ月以内とすること
を、改めて、都道府県
労働局、労働基準監督
署に通知し、迅速・適
正な処理の実現を図る。
また、申請から決定
までに1ヶ月以上期間
を要する場合、申請者
に連絡をした上で迅
速・適正な処理に努め
る。

【アウトカム指標】

全ての申請について、
申請から支給決定まで
に要する期間を1か月
とする、または、支給
決定までに要する期間
が1ヶ月以上を要する
場合は、申請者にその
旨連絡する。

２
６
年
度
実
績

【アウトカム指標】
申請から1ヶ月以内に支給
決定した割合は６７．６％で
あった。
（申請件数：３７件、1か月以
内に決定した件数：２５件）

【アウトプット指標】
申請のあったものについて、
支給要件等を確認し、概ね
迅速・適正に処理したが、
一部できなかった。

【アウトプット指標】

申請のあったものにつ
いて適正に処理する。
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27番号：18
未達成の指標 理由 改善事項 27年度目標

26番号：17

労災特別介護施設
設置費

＜事業概要＞
在宅で介護を受ける
ことが困難な高齢労
災重度被災労働者
に対して、その傷病・
障害の特性に応じた
専門的施設介護
サービスを提供する
ための労災特別介
護施設の整備・修繕
を行う。

（担当：労働基準局
労災保険業務課）

２
６
年
度
目
標

【アウトカム指標】
特に緊急性の高い労災特別
介護施設の修繕を実施し、入
居者の安全な生活環境の整
備及び労災特別介護施設（ケ
アプラザ）の円滑な運営を図
る。
【アウトプット指標】
労災特別介護施設の冷温水
発生機更新工事及び自動火
災報知設備更新工事（千葉施
設）、中央監視装置及びリ
モート更新工事（北海道施設）
に関し、予算の範囲内で適切
に業者を選定し、工事を実施
する。

平成26年度に予定して
いた修繕については国
土交通省への支出委任
を行っているが、近年の
建材高騰や人員不足等
公共工事を巡る厳しい環
境の下、同省において入
札不調が多発している状
況にあり、当年度内に実
施できなかった。

平成２７年度において
は厚生労働省が直接事
業を実施することとし、
適切な水準の予算及び
十分な工期を確保した
上で、入札執行状況や
工事の進捗状況につい
て適時確認しながら、適
切に工事が実施できる
よう調整に努める。
なお、平成26年度に予
定していた千葉施設の
２件の工事については、
すでに入札・契約済み
であり、平成27年度に
おいて実施予定である
（工事完了日：平成27年
9月30日（予定））。 ま
た、平成26年度におい
ては、平成25年度に入
札不調により実施でき
なかった２件（熊本施設
及び愛知施設）の修繕
工事を実施し完了して
いる。

【アウトカム指標】
入居者からの労災特別
介護施設に対する総合
的な感想（施設の必要
性等）について、入居者
に対してアンケート調査
を行い、有用であったと
いう回答を90％以上得
る。

２
６
年
度
実
績

【アウトカム指標】

支出委任先の国土交通省に
おける入札不調等により予定
していた修繕ができなかった。
【アウトプット指標】

冷温水発生機更新工事及び
自動火災報知設備更新工事
（千葉施設）については、支出
委任先の国土交通省におけ
る入札不調等の影響により、
年度内に工事を実施すること
ができなかった。

【アウトプット指標】

吸収冷温水機更新工
事（熊本施設及び北海
道施設）、シャワー浴槽
更新工事（広島施設）及
びナースコール設備更
新工事（愛知施設）を年
度内に完了する。

○ 26年度実績評価：Ｃ評価の事業
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27番号：68
未達成の指標 理由 改善事項 27年度目標

26番号：67

雇用均等行政情報
化推進経費

＜事業概要＞
企業における男女
労働者の取扱い、育
児・介護休業の状況
等に係る事業場の
基本情報について
データベース管理を
行うことにより、雇用
均等行政の効率化
及び相談・指導業務
の高度化を図る。

（担当：雇用均等児
童家庭局雇用均等
政策課）

２
６
年
度
目
標

【アウトカム指標】
業務・システム最適化実施
前の運用経費・業務処理時
間と比較し、年間21百万円
の経費削減、年間216.6人
日分の業務処理時間の削
減を図る。

アウトカム指標について、
平成25年度に行った労働
局共働支援システム（旧
総務情報システム）の更
改（平成26年1月）の際に、
業務上の必要性から人員
配置に合わせ端末台数を
増やしたこと等から、当初
の試算値を上回る経費が
必要となり目標値には届
かなかった。

費用対効果の観点のも
とに、今後も必要な調達
を行い安定的な運用を図
る。
またアウトカム指標の
設定について、近年、雇
用均等行政の需要が急
激に高まっていることか
ら、一概に経費削減を行
う事は困難であること、ま
た、当事業については業
務全般に使用するシステ
ムの経費であり定量的な
目標設定をすることが困
難であること等から、平
成27年度以降の目標を
見直し、事業の効果を図
ることのできる適切な指
標を設定したい。

【アウトカム指標】
業務システム最適化実
施前に比べて年間216.6
人日以上の業務処理時
間の削減を図る。

２
６
年
度
実
績

【アウトカム指標】
削減する経費について19
百万円の削減効果が得ら
れたものの、最適化計画策
定時の試算値には届かな
かった。業務処理時間につ
いては、最適化計画の予定
通りに業務のシステム化を
図ってきたことから、予定と
おり年間216.6人日分の業
務処理時間の削減ができ
た。

【アウトプット指標】
システム稼働率99.9％
以上

○ 26年度実績評価：Ｃ評価の事業
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